
公益社団法人全国大学保健管理協会

第 2回理事会議事録

日 時  平成 24年 10月 16日 (火)午後 5時 20分～午後 6時 50分

正・場 所  神戸ポー トピアホテル 南館 BFl サファイア

(神戸市中央区港島中町 6丁 目10-1)
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本日の理事会の出席者は 20名 (理事 18名 、監事 2名 )であった。理事の出席者

は 18名 で、現在数 18名 の過半数 (10名 )に達 してお り、定款第 32条第 1項の

決議を行 うに必要な要件を満たしていることを確認 した。

議長は、定款の定めるところにより、川村孝代表理事 (京都大学健康科学センター

長)が務めることとなった。

め III.議 事
カメ   1.平 成 25年度事業計画及び収支予算について

事務局から、平成 25年度事業計画及び収支予算について、資料 「平成 25年度

事業計画書 (案)及び 「平成 25年度収支 (損益)予算書 (案 )」 により説明があ

り、審議の結果、原案どお り承認可決 した。

併せて、平成 25年度は、「資金調達及び設備投資の見込み」はないことについ

て説明があり、これを承認可決 した。

この後、事業計画に関連 して活動方針等について協議が行われ、国際化、情報化

及び学術研究の推進に対応するため、それぞれについて委員会を設置することを了

承した。また、これ らの委員会は国立大学法人保健管理施設協議会の専門委員会と

重複するものがあるので、重複するものについては当協会の委員会 と連携または統

合して進めてはどうかとの意見があり、今後検討することにした。



2,名 誉会員の推薦について

事務局から、北海道、関東甲信越、近畿及び中国四国地方部会から名誉会員候補

者として推薦のあった理事 武蔵 学 Jヒ海道大学保健センター長、理事 若藤 郁夫

慶應義塾大学教授、評議員 岡田 純 Jヒ里大学健康管理センター長、元理事 杉田

義郎 大阪大学保健センター教授及び理事 佐伯 修一 愛媛大学総合健康センター

長について資料により説明があつた後、上記 5名 の先生方を名誉会員に推薦するこ

とについて諮 り、審議の結果、明日の総会に推薦することを異議なく承認 した。

3.第 52回 (平成 26年度)全国大学保健管理研究集会当番校について

事務局から、資料により説明があり、審議の結果、平成 26年度の第 52回全

国大学保健管理研究集会の当番校を関東甲信越地方部会の担当で慶應義塾大学と

することについて、明日の総会に諮ることを異議なく承認可決 した。

4・ 評議員の推薦について

事務局から、資料 「評議員の推薦について」により評議員候補者について説明

があり、下記の再任 27名 、新任 7名 、計 34名 を評議員に委嘱することについ

て諮 り、異議なく承認可決 した。
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なお、現在の評議員は大学の保健管理施設の長や教員が多いことから、看護師・

保健師等の増員を考慮 してはどうかとの意見があり、審議の結果、増員する方向

で 「理事、監事及び評議員の配置数等に関する申し合わせ (平成 24年 5月 17
日理事会申し合わせ)」 に定める評議員の配置数を見直し、次回理事会に諮るこ

ととした。

5.会員の入会及び退会について

事務局から、資料により前回理事会以降本 日までの入会及び退会について説

明があり、第一種会員 5校、第二種会員 5名 の入会を承認 した。

6.会誌等編集委員会委員の交代について

事務局から、中国四国地方部会推薦の会誌等編集委員会委員を理事吉原正治広

島大学保健管理センタエ所長から評議員小倉俊郎岡山大学保健管理センター長に

交代することについて説明があり、その交代時期について審議の結果、平成 25
年 7月 1日 とした。

7,協会創立 50周年記念誌の刊行について

川村代表理事から、当協会が平成 26年 10月 19日 で創立 50周年を迎える

ことになるので、これを記念 して記念誌を発行することについて説明があり、審

議の結果、平成 26年度に別冊として発行することを了承 した。

8,全国大学保健管理研究集会当番校に対する要請事項の改定について

事務局から、標記要請事項の改定案について、資料により説明があり、審議の

結果、改定 (案)の一部を修正して別紙 1の とお り承認可決 した。

9,公益社団法人全国大学保健管理協会の組織及び役職の名称並びに役職者の代行

に関する申し合わせについて

事務局から、標記申し合わせ案について、資料により説明があり、審議の結果、

原案どおり承認可決 した。

10,役員が任期途中に退任する場合の退任 。選任の時期、任期及び会員登録に関す

る申し合わせについて

事務局から、標記申し合わせ案について、資料により説明があり、審議の結果、

申し合わせ (案)を修正 して別紙 2の とお り承認可決 した。

11.総会及び評議員会の議長について

事務局から、総会の議長は総会で、評議員会の議長は評議員会で選出すること

になっているが、その場で短時間に選出するのは難 しいので、予め選出の目安が

あれば議長選出がスムーズに運ぶのではないかとの提案について説明があり、審
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議の結果、総会の議長は理事歴の長い理事に、評議員会の議長は評議員会が開催

される地域の評議員歴の長い評議員にお願いすることを選出の目安とすることし

た。

12.機 関誌 「CAMPUS HEALTH」 掲載記事の公開について

川村代表理事から、機関誌 「CAMPUS HEALTH」 に掲載された記事を当協会ホーム

ページや 「
J― Stage」 に公開することの是非、時期、方法等について説明があり、

審議の結果、公開の方向で進めることを承認 し、時期、プライバシー等の倫理面

の問題は会誌等編集委員会で検討することとした。

Ⅳ.報告事項

1`理事の交代について

事務局から、資料により理事の交代について報告があった3

2j全国研究集会及び総会等の予定について

事務局から、資料により本年度の全国研究集会及び総会等につi｀ てTtR告があつた。

以上で本 国の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会 とした.

平成 24年 10月 16日
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別紙  1

全国大学保健管理研究集会当番校に対する要請事項

(平成 20年 10月 28日  理事会承認 )

(平成 23年  3月 18日  理事会改正)

(平成 24年 10月 16日  理事会改正)

1.主催者について

全国大学保健管理研究集会 (以 下、「研究集会」とい う。)は、公益社団法人全国大学

保健管理協会 (以 下、「協会」という。)及び協会の総会において指名 された当番校の共

催とする。

2.開催時期について

開催時期は、 9月 から11月 までの期間の 2日 間が適当である。

3.会場について

主会場は800名 以上の収容能力を持つとともに、ポスター展示、各種会議のための

部屋を併設 している必要がある。

4.運営委員会について

研究集会の企画及び運営は、当該研究集会の運営等のために設置された運営委員会 (以

下、「運営委員会」という。)に委任 し、運営委員会は実施要項を策定する。

運営委員会は、当番校の代表者 (学長等)カミ組織 し、当番校の保健管理の関係者、当

番校所属の地方部会の主な大学の保健管理施設の代表者、前年度及び次年度の当番校の

保健管理施設の代表者、協会の代表理事で構成する。また、当番校の事務担当者及び協

会事務長等を幹事 として加えることができる。

なお、第 1回運営委員会は、前年度末又は年度始に開催することが望ましい。

5.プログラムについて

プログラムは、研究集会の理念に沿い、参加者にとって有意義なものであるよう留意

し、具体的な内容は運営委員会において協議する。

6.運営経費及び経理について

1)研究集会の運営に係る経費 (以下、「運営経費」という。)は、協会の事業費の他、

企業等からの協賛金、寄付金及び広告料等をもつて充てる。

なお、ラ学チ子学みポンサー ドセ ミナーについては、協会は機会並びに利用可能な

部屋がある場合は場所を提供するにとどめ、提供企業等が運営及び経理を行 うものと

する。

2)運営経費の使用については、当番校において使用計画を作成 し、運営委員会に報告



するものとする。

3)運営経費は、当番校が協会事務局と協力して適正に経理を行 うものとする。

7.文部科学省の後援等について

文部科学省の後援は、運営委員会で実施要項が決定された後、速やかに協会及び当番

校の代表者の連名で当番校から依頼する。

併せて、文部科学省の代表者等の研究集会への出席を要請する。

8.開催の周知について

研究集会の開催について、当該年の3月 に発行 される CAMPUS HEALTH(2)に 案内を

掲載する。

また、協会及び当番校のウェブサイ トで周知するほか、協会その他のメー リングリス

トを活用することが望まれる。

9.プ ログラム・抄録集について

1)プ ログラム・抄録集は、その体裁、広告の掲載等は、当番校において決定するもの

とする。 (平成 25年度より機関誌 「CAMPUS HEALTH」 から外す。)

2)プ ログラム・抄録集は、当番校が編集・印刷・発送する。

10.研究集会報告書について

1)研究集会報告書は、機関誌 「CAMPUS HEALTH(1)」 とし、当番校が編集・印刷・発

送する。

2)研究集会報告書の作成経費は、機関誌発行事業費から支出する。

11.優秀演題の選定について

研究集会で選定される優秀演題は、協会本部が編集する CAMPUS HEAL′『H(2)に推薦論

文として掲載するので、当番校はその演題名や発表者の連絡先を協会事務局に報告する。

なお、優秀演題の論文執筆が不首尾の場合に備えて次点作も選考することが望ましい。

12,協会の理事会、評議員会、総会の開催について

協会は、研究集会の前 日に理事会及び評議員会を、研究集会の第 1日 目に総会を開催

するので、当番校にその会場確保を依頼する。

なお、上記会議の会場の借料等は、協会本部が負担する。

13.本要請について

本要請は研究集会開催の目安であり、担当地方部会や当番校の事情に応 じて柔軟に対

応することができる。
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役員が任期途中に退任する場合の退任・選任の時期、

任期及び会員登録に関する申し合わせ

理事及び監事 (以下 「役員」という。)が、任期途中に退任する場合の退任・選任

の時期、任期並びに会員登録については、次のとお りとする。

総会の日とする。

(2)死亡又は特別の事由によつて辞径退任する場合は、その事由が生じた日とす

る。

2.後任の選任の時期及び任期について

0-役 員の任期の始期は、法令により選任の日が任期の蛤め とされており、予め

発令 日を指定して選任することはできないとされそいるので、後任者は前任者

の退任後直近の定時総会 (毎年 6月 )又は臨時総会において選任 し、その早そ

任期の始めと李るその任期は

1.退任の時期について

△主2主生理型達≧塑聖延塑華整鐘塑翌逐鬱差泣玉望笠堂D役員を選任する

3.会員登録について

役員は、第二種会員として登録する。


